
資料１ 

沼津市総合計画審議会合同部会の進め方等について 

 

１ 合同部会の役割等 

・ 沼津市総合計画審議会条例第７条に基づき設置 

・ 会長、会長職務代理者、各部会長及び部会長職務代理者の８人で構成 

・ 合同部会は起草委員会を兼ねる。 

・ 総論部にあたる、第１章総合計画策定の趣旨(P.1)から第４章都市のかたち(P.７)

を審議 

・ 合同部会で出された意見は、全体会等でまとめられ、最終的に答申文に反映 

 

２ 合同部会委員一覧 

 団体名等 氏 名 役職名 

１ 静岡産業大学情報学部 教授 小泉 祐一郎 会長 

２ 沼津市自治会連合会 会長 榊󠄀原 昭雄 会長職務代理者 

３ 静岡県公立大学法人 静岡県立大学国際関係学部 

国際関係学科 教授 
犬塚 協太 

①元気・健康部会 

部会長 

４ 沼津市行政改革推進委員会 委員長 清水 賢嗣 
①元気・健康部会 

部会長代理 

５ 一般財団法人企業経営研究所 常務理事 中山  勝 
②産業・観光部会 

部会長 

６ 静岡県公立大学法人 静岡県立大学経営情報学部 

観光マネジメントメジャー 教授 
大久保 あかね 

②産業・観光部会 

部会長代理 

７ 国立大学法人静岡大学 

地域創造教育センター 教授 
水谷 洋一 

③快適・安心部会 

部会長 

８ 沼津市都市計画審議会 会長 梅田 豊 
③快適・安心部会 

部会長代理 

 

３ 審議の流れ（予定） 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

合同部会：総論部（第１章から第４章）を審議 

全体会（第３回）：各部会及び合同部会での意見、審議内容まとめ 

起草委員会（合同部会）：答申文案の検討。検討後各委員に文書等で 

意見照会し、決定 

市長への答申 

９月 26日 

11月 25日 

12月３日 

12月 10日 

①～③部会：第５章 まちづくりの柱を審議 

（10月 15・17日 、 11月５日・7日） 


